
ストレスチェックの実施において 
留意すべき事項について 

平成２７年 ６月２６日 

 

職場におけるメンタルヘルス対策及び 

ストレスチェック制度に係る説明会 資料 



ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ 

医師による面接指導の実施 

ストレスチェック実施 

労働者から事業者へ面接指導の申出   

 事業者から医師へ面接指導実施の依頼 

 医師から意見聴取 

ストレスチェック結果を労働者に直接通知 

（実施者）面接指導の申出の勧奨 

＜面接指導の対象者＞ 同意ありの場合 

※以下は努力義務 

必要に応じ就業上の措置の実施 

職場ごとの分析結果を 
事業者に提供 

職場環境の改善のために
活用 
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セルフケア 結果の事業者への通知に同意の有無の確認 

事業者に 
結果通知 

ストレスチェック結果を 
職場ごとに分析 

  結果通知と同時に行うことも可 



ストレスチェックの実施 ① 

■ ストレスチェックの調査票 
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◆ 調査票を用いて、下記の３つの領域に関する項目の検査を行い、ストレスの 
 程度を点数化して評価し、高ストレス者を選定し、面接指導の要否を確認す 
 るものをいう 
 

     １．仕事のストレス要因 
     ２．心身のストレス反応  
     ３．周囲のサポート 
 

◆ 調査票は、次ページの「職業性ストレス簡易調査票」が望ましい 
 
◆ 調査票は、事業者の判断により選択することができる 
  ただし・３つの領域に関する項目が含まれていること 
     ・実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえていること 
 

◆ 標準として示す質問項目に加えたり、質問項目を減らしたりしてもＯＫ 
  ただし・３つの領域に関する項目が含まれていること 
     ・一定の科学的根拠に基づいていること 
     ・実施者の意見及び衛生委員会での調査審議を踏まえていること 



Ａ あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けて

ください。（仕事のストレス要因） 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない 

2. 時間内に仕事が処理しきれない 

3. 一生懸命働かなければならない 

4. かなり注意を集中する必要がある- 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 

7. からだを大変よく使う仕事だ 

8. 自分のペースで仕事ができる 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 

10.職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 

11.自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない 

12.私の部署内で意見のくい違いがある 

13.私の部署と他の部署とはうまが合わない 

14.私の職場の雰囲気は友好的である 

15.私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない 

16.仕事の内容は自分にあっている 

17.働きがいのある仕事だ 

Ｂ 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまる

ものに○を付けてください。（心身のストレス反応） 

1. 活気がわいてくる 

2. 元気がいっぱいだ 

3. 生き生きする 

4. 怒りを感じる 

5. 内心腹立たしい 

6. イライラしている 

13. ゆううつだ 

14. 何をするのも面倒だ 

15. 物事に集中できない 

16. 気分が晴れない 

17. 仕事が手につかない 

18. 悲しいと感じる 

19. めまいがする  

20. 体のふしぶしが痛む  

21. 頭が重かったり頭痛がする 

22. 首筋や肩がこる 

23. 腰が痛い 

24. 目が疲れる  

25. 動悸や息切れがする  

26. 胃腸の具合が悪い  

27. 食欲がない  

28. 便秘や下痢をする  

29. よく眠れない 

7.  ひどく疲れた 

8.  へとへとだ 

9.  だるい  

10. 気がはりつめている 

11. 不安だ 

12. 落着かない 

Ｃ あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに 

  ○を付けてください。（周囲のサポート） 
次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

  1.  上司  

  2.  職場の同僚  

  3.  配偶者、家族、友人等  

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？ 

  4.  上司 

  5.  職場の同僚 

  6.  配偶者、家族、友人等 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれ
ますか？ 

  7.  上司  

  8.  職場の同僚  

  9.  配偶者、家族、友人等  

Ｄ 満足度について 

  1.  仕事に満足だ 

  2.  家庭生活に満足だ 

「職業性ストレス簡易調査票」の項目（57項目） 
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【回答肢（４段階）】 
 

Ａ そうだ／まあそうだ／ややちがう／ちがう 

Ｂ ほとんどなかった／ときどきあった／ 

   しばしばあった／ほとんどいつもあった 

Ｃ 非常に／かなり／ 多少／全くない 

Ｄ 満足／まあ満足／ やや不満足／ 不満足 



Ａ あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに

○を付けてください。（仕事のストレス要因） 
 

  1.  非常にたくさんの仕事をしなければならない 

  2.  時間内に仕事が処理しきれない 

  3.  一生懸命働かなければならない 

  8.  自分のペースで仕事ができる 

  9.  自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 

  10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 

 

Ｂ 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあ
てはまるものに○を付けてください。（心身のストレス反応） 

7.  ひどく疲れた 
8.  へとへとだ 
9.  だるい  
10. 気がはりつめている 
11. 不安だ 
12. 落着かない 

13. ゆううつだ 

14. 何をするのも面倒だ 

16. 気分が晴れない 

27. 食欲がない   

29. よく眠れない 

Ｃ あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはま

るものに○を付けてください。（周囲のサポート） 
 

   次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 
 

    1.  上司  

    2.  職場の同僚  

 

  あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになります 

  か？ 
 

    4. 上司 

    5.  職場の同僚 

  

  あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくら 

  いきいてくれますか？ 
 

    7.  上司  

    8.  職場の同僚  
   

「職業性ストレス簡易調査票」の項目（簡略版23項目） 
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【回答肢（４段階）】 
 

Ａ そうだ／まあそうだ／ややちがう／ちがう 

Ｂ ほとんどなかった／ときどきあった／ 

   しばしばあった／ほとんどいつもあった 

Ｃ 非常に／かなり／ 多少／全くない 



ストレスチェックの実施 ② 

■ ストレスチェックの対象者と実施頻度等（その１） 
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◆ 対象者：常時使用する労働者（①、②の両方を満たす者） 
 

  ① 契約期間が１年以上の者並びに契約更新により１年以上使用される 
   ことが予定されている者及び１年以上引き続き使用されている者 
 

  ② 週労働時間数が１週間の所定労働時間数の４分の３以上の者 
 

  １週間の所定労働時間数の概ね２分の１以上の者についても、対象とすることが望ましい 
 

◆ 実施頻度：１年以内ごとに１回、定期に行うこと 
     （初回は本年12月1日から来年11月30日までに実施すること） 
 
◆ 事業者には実施義務があるので、例え受検する労働者がいない場合でも 
 ストレスチェックは実施しなければならない（調査票は全員に配布） 
 

◆ 定期健康診断との同時実施 
 

   ● 同時に実施可能 
   ● ただし、ストレスチェックの調査票、健診の問診票、結果報告は 
      区別すること 



ストレスチェックの実施 ③ 

■ ストレスチェックの対象者と実施頻度等（その２） 
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◆ 時期を分けて実施する方法 
   

  ● 時期をずらしながら実施する方法も考えられるが、集団ごとの集計・ 
    分析を実施することができるよう、集計・分析の単位となる集団につ 
    いては同じ時期に一斉に実施することが望ましい 
 

 ● 定期健康診断を一斉実施としていない（例えば誕生月に実施する場合 
  や複数の健診機関に委託している場合）事業場では、検討が必要 
 

◆ 複数回の実施 
 

 ●１年以内に複数回の実施もＯＫ 
    この場合、実施頻度や実施時期について、衛生委員会等において調査 
    審議を行った上で実施することが望ましい 
 
◆ 実施の費用負担等（定期健康診断と同じ） 
 

 ● 事業者に実施の義務があるので、事業者が負担すべきもの 
 ● 労働者が受検に要した時間について、賃金を支払うのが望ましい 



ストレスチェックの実施 ④ 

■ ストレスチェックの対象者と実施頻度等（その３） 
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◆ 派遣労働者に対するストレスチェック 
 
 ● 派遣元事業者に実施の義務がある（定期健康診断と同じ） 
 
 ● 派遣先でも派遣労働者にストレスチェックを実施することが望ましい 
  （集団ごとの集計・分析を行うために必要）～派遣労働者にとっては 
  複数回の受検になる。派遣先で行うストレスチェックは無記名でＯＫ 

 
  ● 派遣元が実施する場合には、雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人 
  以上いるかという点で判断するので、何人をどこに派遣していようが、 
  合計で50人を超えれば実施する義務が派遣元に生じる 
 
  ● 派遣先に労働者が60人（内20人が派遣労働者）の場合、正規の労働者は 
  40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウ 
  ントするため、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを 
  実施する義務が生じる 



ストレスチェックの実施 ⑤ 

■ ストレスチェックの対象者と実施頻度（その４） 
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◆ 派遣労働者に対するストレスチェック 
 
 ● 派遣労働者本人の同意があれば、派遣先が実施した結果を派遣元が入手 
  して利用することも可能 
 
 ● その場合、派遣労働者に対する実施義務は派遣元にあるので、派遣元が 
  派遣先に実施を委託し、費用も派遣元が負担する必要がある 
 
 ● 本人の同意を得て派遣先が実施した結果の写しを入手するだけでは、 
  派遣元がストレスチェックを実施したものとはみなされない 
 
 
◆ ストレスチェック実施時の案内文、及び未受検者への受検勧奨の文例 
 

  「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」29,45ページ参照 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 



                     「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」29ページ 



                     「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」45ページ 



ストレスチェックの実施 ⑥ 

■ ストレスチェックの実施者 
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実施者になれる者 
 

 ● 医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は 
   精神保健福祉士（3年以上の健康管理の実務経験者を除く） 
 

     ※厚生労働大臣が定める研修開催状況（実施者になるために必要な研修） 
    http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-6 

 

   ● 実施を外部委託する場合も産業医等が共同実施することが適当 
 

実施者の役割 
 

 ● ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定に 
  ついて事業者に対して専門的な見地から意見を述べる 
 

 ● ストレスチェックの結果に基づき、医師による面接指導を受ける 
  必要があるか否かを確認 
 

 ● 調査票の回収、集計、入力又は受検者との連絡調整等の事務は実施 
  者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる 



平成27年6月15日現在 



ストレスチェックの実施 ⑦ 
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社長（事業者） 

専務、人事部長など 

人事課の職員 

その他の部署の職員 

人事権あり 

人事権なし 

ストレスチェックの実施の事務 
に従事不可 

ストレスチェックの実施の事務 
に従事可能 

実施の事務には従事できない者 
 

 ● 解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 
  は、検査の実施の事務に従事してはならない 
 

    「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ」とは、労働者の人事を 
     決定する権限を持つこと又は人事について一定の判断を行う権限を持つ 
     ことをいい、人事を担当する部署に所属する者であっても、人事権限を 
     持たない場合は該当しない 
 

 ● 病院の病院長は、一般的に人事権を持っていると考えられるので、 
  ストレスチェックの実施者になることはできない（面接指導はＯＫ） 



【高ストレス者に該当する者】次の①又は②に該当する者 
 

 ① 心身のストレス反応の評価点数の合計が高い者 
 ② 心身のストレス反応の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、仕事のストレス要因 
  及び周囲のサポートの評価点数の合計が著しく高い者 

高ストレス者選定のイメージ 
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「
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
」
の
評
価
点
数 

「仕事のストレス要因」＋「周囲のサポート」の評価点数 

高
い
（
悪
い
） 

低
い
（
良
い
） 

低い（良い） 高い（悪い） 

①に該当する高ストレス者 

②に該当する 
高ストレス者 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

（実施マニュアル 35～43ﾍﾟｰｼﾞ参照） 

職業性ストレス簡易調査票を用
いる場合の個人結果の計算方法 

 
・  この方法では、調査票全57 項
目に対する4 段階の回答から、
各尺度（*仕事の負担、コント
ロール度、疲労感、抑うつ感等
のまとまり）に該当する項目の
点数を算出し、その点数を5 段
階に換算して評価 
・ 標準値は、約2.5万人のデータ 
ベースを基準として作成 
 
・分析ツール（プログラム）が
必要 
（厚労省ＨＰで無料公開予定） 



ストレスチェックの実施 ⑧ 

■ ストレスチェック結果の通知 
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◆ 通知すべき内容 
 

 ① ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの 
     （３つの領域に関する項目の点数を含む） 
 ② ストレスの程度を示したもので、高ストレスに該当の有無を示した結果 
 ③ 面接指導の要否 
 

◆ 望ましい事項 

 ① セルフケアに関する助言・指導 

 ② 面接指導対象者には、面接指導の申出窓口及び申出方法 

 ③ 面接指導の申出窓口以外に相談できる窓口に関する情報提供 
 

◆ プライバシー保護  
 

  結果を本人以外が把握できない方法（封書、電子メール等）で通知 
 

   ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄまたは社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄを利用して実施する場合の留意点 
        「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」33ページ参照 
        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 



本人に通知するストレスチェック結果のイメージ（実施マニュアル49～53ﾍﾟｰｼﾞ参照） 
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＜評価結果（点数）について＞ 

項目 評価点（合計） 

ストレスの要因に関する項目 ○○点 

心身のストレス反応に関する項目 ○○点 

周囲のサポートに関する項目 ○○点 

合計 ○○点 

＜あなたのストレスの程度について＞ 

セルフケアのためのアドバイス 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ 

＜面接指導の要否について＞ 

あなたはストレスが高い状態です（高ストレス者に該当します）。 

医師の面接指導を受けていただくことをおすすめします。 
以下の申出窓口にご連絡下さい。 
○○○○（メール：****@**** 電話：****-****） 
※面接指導を申出した場合は、ストレスチェック結果は会社側に 
 提供されます。また、面接指導の結果、必要に応じて就業上の 
 措置が講じられることになります。 
※医師の面接指導ではなく、相談をご希望の方は、下記までご連 
 絡下さい。 
 ○○○○（メール：****@**** 電話：****-****） 



ストレスチェックの実施 ⑨ 

■ ストレスチェック結果の事業者への提供に関する同意取得 
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① 受検者全員に、個々人ごとに確認する 

② 面接指導の対象者に個々人ごとに確認する 

③ 面接指導の申出をもって同意されたものとみなす 

◆【禁止】 
 

× 実施前又は実施時の同意取得 
  （実施前にメールで確認、調査票に同意の有無のチェック欄を設ける等） 
× あらかじめ同意した者だけを対象に実施する 
× 従業員全員など一斉にまとめての同意取得（個別同意取得が前提） 
× 同意しない旨の申出がない限り、同意したとみなす方法 

◆ 面接指導の申出の勧奨文書例 
 

  「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」56,57ページ参照 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 

◆ 結果通知後に、以下のいずれかの方法で行う 



    「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」56ページ 



    「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」57ページ 

（中略） 



面接指導の実施 ① 

■ 面接指導の対象者の要件 

ストレス
の程度の
評価 

本人に評価結果
とともに面接指
導の要否を通知 

実施者が評価結果を
踏まえ面接指導の 

要否を判断 

面接指導
の申出 
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◆ 検査の結果、ストレスの程度が高い者であって、面接指導を受ける必要が 
 あると検査を行った医師等が認めた者 

◆ 事業者は、面接指導の申出があったときは、対象となる者かどうかを確認 
 するため、申し出者からストレスチェック結果を提出させる方法のほか、 
 実施者に申し出者の要件への該当の有無を確認する方法によることが 
 できる 
 



面接指導の実施 ② 

■ 面接指導の実施方法等（確認事項） 

21 

◆ 事業者は、面接指導を実施する医師に対して以下の情報を提供する 
 

 ● 労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様 
 ● 作業負荷の状況等の勤務の状況 
 ● 職場環境 
 
◆ 面接指導は、事業場の産業医が行うことが望ましい 

 
 

◆ 長時間労働者の面接指導との同時実施 

● 同時実施もＯＫ 
● 過重労働で確認すべき事項と、高ストレスで確認すべき事項の両方確認 
 すれば、面接指導は１回でＯＫ 
● ただし、結果の記録や意見書には両方の確認事項を記載すること 



面接指導の実施 ③ 

■ 面接指導の結果の記録 

22 

◆ 記録は、本人の勤務の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状
況のほか、次に掲げる事項を記載したもの 

 

  １．実施年月日 
  ２．当該労働者の氏名 
  ３．面接指導を行った医師の氏名 
  ４．法第６６条の１０第５項の規定による医師の意見 
 
◆ 面接指導結果のうち、本人の心理的な負担の状況やその他の心身の 
 状況は、診断名、検査値、具体的な訴えの内容等の生データや詳細な 
 医学的な情報を記載すべき趣旨ではない 
 

■ 産業医による面談の実施事例 
 
 「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」77～79ページ参照 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 



面接指導の実施 ④ 

■ 医師の意見 

23 

就業区分 
就業上の措置の内容 

区分 内容 

通常勤務 通常の勤務でよいもの 

就業制限 勤務に制限を加える必要
のあるもの 

メンタルヘルス不調を未然に防止するた
め、労働時間の短縮、出張の制限、時間
外労働の制限、労働負荷の制限、作業の
転換、就業場所の変更、深夜業の回数の
減少又は昼間勤務への転換等の措置を講
じる。 

要休業 勤務を休む必要のあるも
の 

療養等のため、休暇又は休職等により一
定期間勤務させない措置を講じる。 

ア 法第66条の10第5項の規定に基づく、就業上の措置の必要性の有無及び 
  講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する医師の判断 

イ 必要に応じ、職場環境の改善に関する意見 



面接指導結果報告書(例） 

24 「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」84ﾍﾟｰｼﾞ 
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事後措置に係る意見書(例） 

「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」84ﾍﾟｰｼﾞ 



面接指導の実施 ⑤ 

■ 医師の意見聴取 
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◆ 面接指導を実施した医師から意見を聴取すること 
 

◆ 面接指導を実施した医師が、産業医等でない場合には、産業医等からも面接
指導を実施した医師の意見を踏まえた意見を聴取することが望ましい 

■ 就業上の措置の実施 

◆ 医師の意見を勘案し、本人の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、 
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる 

 

◆ 医師の意見の衛生委員会等への報告 
 

◆ 就業上の措置を決定する場合には、本人の意見を聴き、十分な話し合いを通
じてその本人の了解が得られるよう努め、不利益な取扱いにつながらないよう
に留意すること 

 

◆ 本人の意見を聴く際には、産業医等の同席が望ましい 



ストレスチェック実施 
「遅滞なく」＝ 結果出力後 
        速やかに 

27 

ストレスチェックから事後措置までの流れ 

本人に結果通知 

本人から面接指導の申出 

医師による面接指導の実施 

医師から意見聴取 

事後措置の実施 

「遅滞なく」＝ 概ね１月以内 

「遅滞なく」＝ 概ね１月以内 

「遅滞なく」＝ 概ね１月以内 

※緊急に就業上の措置を講ずべき必要
がある場合には、可能な限り速やか
に 



 ストレスチェック結果の記録・保存 
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本人が同意し事業者に 
提供された結果 

事業者が５年間保存（義務） 

本人が同意せず実施者が 
保有する結果 

実施者が５年間保存（望ましい） 
事業者は保存が適切に行われるよう 
必要な措置（義務） 

◆ 事業者は検査の結果の記録を作成して、５年間保存しなければならない 
 
◆ 本人の同意が得られていない場合には、実施者及び実施事務従事者に 
 よる記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間 
 の設定及びセキュリティの確保等の措置を講じなければならない 
 
◆ 実施者の保存が困難な場合には、実施者以外の実施事務従事者の中から 
 記録の保存事務の担当者を指名すること 



集団ごとの集計・分析（努力義務）  

■ 集計・分析の対象 
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◆ 検査を行った医師等に一定規模の集団（部、課などの集団）ごとに集計 
 させ、その結果について分析させるよう努めること 
 
◆ 結果を事業者に提供する際には、労働者個人の同意を得る必要はない 
 
◆ 集計・分析の単位が10人を下回る場合には、集計・分析の対象となる全て 
  の労働者の同意を得ない限り、事業者に集計・分析の結果を提供しては 
  ならない 
 

   （理由：集計・分析の単位が少人数である場合には、個々の労働者が特定され、 
       当該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となる 
       恐れがあるため） 

■ 分析結果の活用 

◆ 集団分析の方法と結果の活用方法の事例 
 

 「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」95～99ページ参照 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 



集団ごとの集計・分析結果のイメージ 

30 

「職業性ストレス簡易調査票」に基づく「仕事のストレス判定図」による集団分析例 

ストレス高 
ストレス高 

全国平均 全国平均 

※全国平均と職場ごとの平均を比較して、問題の有無を把握 

「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」88､89ページ参照 
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf 



  「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」99ページ 
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外部機関に委託する場合の留意事項 

◆ ストレスチェック又は面接指導の全部又は一部を外部機関に委託もＯＫ 
 
◆ この場合には、委託先において実施及び情報管理が適切に行われる体制が整備 
  されているか等について、事前に確認することが望ましい 
 
 
 
 
◆ 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合の 
  チェックリスト事例 
 

 「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」117～119ページ参照 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf              

今後、１２月の施行に向けて色々なサービスが出てくると思われるので、
内容や料金、会社が求めているものとよく照らし合わせながら選定を！ 



  「労働安全衛生法に基づくストレス制度実施マニュアル」117～119ページ 



◆ 某コンサルティング会社の例 
 

 ● マークシート方式で結果票返却まで＠８５０円 
 ● 集団分析は１職場あたり＠２５００円 
 ● ウェブ利用の場合はこれより３０％程度割引 
 
◆ 健康診断実施機関の全国組織の例 
 

 ● マークシート方式で調査結票返却まで＠６００～８００円？ 
 ● 集団分析は１職場あたり＠２４００円 
 ● 医師面接・相談指導は個別の健康診断実施機関と別途相談 
 ● 健康診断と嘱託産業医を受託している会社に限定か？ 
 
◆ 災害防止団体の例 
 

 ● シート記入方式で個人リポート返却まで＠６５０円 
 ● 集団分析は１職場あたり＠２６００円 
 

◆ 厚生労働省がＨＰで無料公開・配布するプログラムで自社で実施可能 
 ● ８月以降を目標にプログラム作成中 

＜参考＞   外部委託する場合の料金は？ 

34 



ストレスチェック制度に関する問い合わせ先 

◆ 大分産業保健総合支援センター 
 

 ● 窓口相談、電話相談、FAX・Eメール等での相談ができます 
   ※ 窓口相談、電話相談は予約制のため事前に連絡ください 
 

 ● 企業に出向いて管理監督者研修や制度実施に向けての助言ができます 
   ※ 研修や助言は、各事業場につき1回のみ無料となります 

  
  電 話：０９７－５７３－８０７０（受付時間 ：平日 ９時～１７時）  
  ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 
  E-mail：info@oita-sanpo.jp 

◆ ストレスチェック制度サポートダイアル 
 

    電話番号：全国統一ナビダイアル ０５７０－０３１０５０ 
        ※通話料がかかります 
 

    開設日：平成２７年５月２０日～ 
 

    受付時間：平日１０時～１７時（土日、祝日は除く） 

mailto:info@oita-sanpo.jp
mailto:info@oita-sanpo.jp
mailto:info@oita-sanpo.jp

